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【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
五
号
）

一

組
織
の
再
編
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例

２

徳
島
県
県
民
環
境
関
係
手
数
料
条
例

３

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
六
号
）

一

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
七
号
）

一

職
員
が
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
行
う
業
務
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も

の
に
従
事
し
た
と
き
に
、
危
険
業
務
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
行
う
業
務
で
あ

っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
危
険
業
務
手
当
の
特
例
を
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

二
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
八
号
）

一

徳
島
県
立
三
好
病
院
に
お
い
て
選
定
療
養
で
あ
る
初
診
を
受
け
る
場
合
の
使
用
料
の
額
を
改
め
る

こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
立
三
好
病
院
に
お
い
て
選
定
療
養
で
あ
る
再
診
を
受
け
る
場
合
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
九
号
）

一

国
税
に
お
け
る
連
結
納
税
制
度
の
見
直
し
に
併
せ
、
通
算
法
人
に
係
る
法
人
税
割
の
課
税
標
準
を

法
人
税
額
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

地
方
税
共
同
機
構
が
電
子
的
に
処
理
す
る
特
定
徴
収
金
の
対
象
税
目
に
利
子
等
に
係
る
県
民
税
、

特
定
配
当
等
に
係
る
県
民
税
及
び
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
県
民
税
が
追
加
さ
れ
た
こ
と

に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶
予
の
申
告
の
特
例
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
令

和
三
年
十
月
一
日
か
ら
、
三
及
び
四
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
（
四
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
同
年
一
月

一
日
又
は
令
和
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

条
例
第
四
十
号
）

一

地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
の
要
件
に
係
る
地
方
活
力

向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
の
期
限
を
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る



こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
条
例
第
四
十
一
号
）

一

控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
基
準
と
な
る
寄
附
者
の
寄
附
金
の
額
の
要
件
か
ら
休

眠
預
金
等
交
付
金
関
係
助
成
金
の
額
の
影
響
を
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
二
号
）

一

徳
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
の
設
置
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
三
号
）

一

覚
せ
い
剤
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

、
、

二

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年

九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
四
号
）

一

覚
せ
い
剤
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

、
、

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
五
号
）

一

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
名
称
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

流
行
性
脳
炎
予
防
液
注
射
等
に
係
る
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
（
一
部
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

●

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
六
号
）

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
七
号
）

一

徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
に
つ
い
て
は
、
使
用
料
及
び
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
八

号
）

一

会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十

九
号
）

一

警
察
職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
行
う
業
務

等
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例



を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
七
号
）

一

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
八
号
）

一

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
九
号
）

一

指
定
化
学
物
質
の
取
扱
量
に
関
す
る
報
告
の
期
限
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

予
算
の
執
行
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

規
則
第
七
十
号
）

一

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
一
号
）

一

南
部
圏
域
に
お
い
て
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
等
を
迎
え
撃
つ
防
災
・
減
災
対
策
に
関
す
る
施
策

を
、
地
方
創
生
の
取
組
み
と
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
、
南
部
総
合
県
民
局
に
地
域
創
生
防
災
部
を

設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

西
部
圏
域
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
観
光
産
業
の
復

興
に
関
す
る
施
策
を
、
地
方
創
生
の
取
組
み
と
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
、
西
部
総
合
県
民
局
に
地

域
創
生
観
光
部
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
二
号
）

一

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
県
民
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年

九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
三
号
）

一

次
に
掲
げ
る
規
則
に
つ
い
て
、
南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
の
設
置
等
に
伴
う
整
備
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
会
計
規
則

２

徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
県
有
車
両
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
四
号
）

一

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



●

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
五
号
）

一

地
方
税
法
及
び
徳
島
県
税
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
規
則
第
七
十
六
号
）

一

徳
島
県
県
民
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
同
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
七
号
）

一

受
入
寄
附
金
総
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
寄
附
金
の
額
等
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た

。
二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
八
号
）

一

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
九
号
）

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
八
十
号
）

一

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
、
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
、
徳
島
県
県
民
環
境

関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例

第
一
条
中
「
危
機
管
理
関
係
」
を
「
危
機
管
理
環
境
関
係
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
五
十
六

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
五
十
七

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変

更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条

第
四
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置

の
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査

十
三
万
円

ロ

そ
の
他
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可

の
申
請
に
係
る
審
査

十
一
万
円

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条

第
四
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更

の
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査

十
二
万
円

ロ

そ
の
他
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可

再
校

　

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
三
十
五
号



百
五
十
八

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
熱
回
収
施
設
に
係

る
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
五
十
九

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
二
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
熱
回
収
施
設
に
係

る
認
定
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の

譲
受
け
又
は
借
受
け
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十
一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
施
設
設
置
者
で
あ

る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十
二

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
二
以
上
の
事
業
者
に

よ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
例
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十
三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
二
以
上
の
事
業
者
に

よ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
例
の
認
定
に
係
る
事
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十
四

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十
五

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十
六

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十
七

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十
八

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
六
十
九

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
分
業

の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

の
申
請
に
係
る
審
査

十
万
円

三
万
三
千
円

二
万
円

六
万
八
千
円

六
万
八
千
円

十
四
万
七
千
円

十
三
万
四
千
円

八
万
千
円

七
万
三
千
円

十
万
円

九
万
四
千
円

七
万
千
円

九
万
二
千
円

八
万
千
円

初
校



収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十
一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十
二

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十
三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十
四

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
収
集
運
搬
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十
五

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
分
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十
六

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の

設
置
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十
七

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処

理
施
設
の
設
置
の
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十
八

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
熱
回
収
施
設
に

係
る
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
七
十
九

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
熱
回
収
施
設
に

七
万
四
千
円

十
万
円

九
万
五
千
円

七
万
二
千
円

九
万
五
千
円

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五

条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設

置
の
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査

十
五
万
円

ロ

そ
の
他
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可

の
申
請
に
係
る
審
査

十
二
万
円

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五

条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設

置
の
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
係

る
審
査

十
三
万
円

ロ

そ
の
他
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可

に
係
る
事
項
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査

十
一
万
円

三
万
三
千
円

二
万
円

初
校



係
る
認
定
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け
又
は
借
受
け
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十
一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
の
六
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十
二

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
廃
棄
物
再
生
事
業
者

の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十
三

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第

二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十
四

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
第

一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十
五

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
引
取
業
者
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十
六

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
引
取
業
者
の
登
録

の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十
七

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
フ
ロ
ン
類
回
収
業

者
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十
八

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
フ
ロ
ン
類
回
収
業

者
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
八
十
九

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
解
体
業
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査

百
九
十

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
解
体
業
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
九
十
一

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
破
砕
業
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

百
九
十
二

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
破
砕
業
の
許
可
の

六
万
八
千
円

六
万
八
千
円

四
万
円

五
千
円

四
千
円

四
千
円

三
千
円

五
千
円

四
千
円

七
万
八
千
円

七
万
円

八
万
四
千
円

七
万
七
千
円

再
校



更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
九
十
三

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
破
砕
業
の
事
業
の
範

囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
九
十
四

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関

の
指
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
九
十
五

土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査
百
九
十
六

土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対

す
る
審
査

百
九
十
七

土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
九
十
八

土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

百
九
十
九

土
壌
汚
染
対
策
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
の
指
定
の
更
新
の
申
請
に
対
す

る
審
査

六
万
七
千
円

三
万
九
百
円

二
十
四
万
円

二
十
二
万
四
千
円

二
十
二
万
二
千
円

十
二
万
円

二
万
四
千
八
百
円

（
徳
島
県
県
民
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
県
民
環
境
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例

第
一
条
中
「
県
民
環
境
関
係
」
を
「
未
来
創
生
文
化
関
係
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
一
の
項
か
ら
百
九
十
七
の
項
ま
で
を
削
り
、
百
九
十
八
の
項
を
一
の
項
と
し
、
百
九
十
九
の
項
か
ら
二
百
五
の
項
ま
で
を
百
九
十
七
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

九

旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
一

般
旅
券
の
発
給

十

旅
券
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
旅
券
の
渡
航
先
の
追
加

二
千
円

三
百
円

初
校



十
一

旅
券
法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
旅
券
の
査
証
欄
の
増
補

五
百
円

別
表
第
二
中
「
百
九
十
八
の
項
及
び
百
九
十
九
の
項
」
を
「
一
の
項
及
び
二
の
項
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
十
五
の
項
か
ら
三
十
七
の
項
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校



徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
六
そ
の
十
の
3
の
表
中
「自

動
車
分
解
整
備
事
業

」
を
「自

動
車
特
定
整
備
事
業

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
三
十
六
号



職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
二
中
「
家
畜
伝
染
病
」
の
下
に
「（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
家
畜
伝
染
病
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
三

家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
行
う
業
務
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
の
三
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
危
険
業
務
手
当
の
特
例
）

8

職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
か
ら
県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
緊
急
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
業
務
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事

し
た
と
き
は
、
危
険
業
務
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

9

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
危
険
業
務
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
千
円
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
の
身
体

に
接
触
し
て
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
長
時
間
に
わ
た
り
接
し
て
行
う
業
務
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
千
円
）
と
す
る
。

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

改
正
後
の
附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
（
以
下
「
改
正
後
の
規
定
」
と
い
う
。）
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

3

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
附
則
第
八
項
に
規
定
す
る
業
務
に
該
当
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
に
改
正
前
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支

初
校

　
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
三
十
七
号



給
さ
れ
た
危
険
業
務
手
当
は
、
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
危
険
業
務
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

初
校



徳
島
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
健
康
保
険
法
」
を
「
徳
島
県
立
中
央
病
院
又
は
徳
島
県
立
三
好
病
院
に
お
い
て
健
康
保
険
法
」
に
、「
、
次
に
掲
げ
る
病
院
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額
」
を
「
五
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
徳
島
県
立
中
央
病
院
」
の
下
に
「
又
は
徳
島
県
立
三
好
病
院
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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徳
島
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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二
年
七
月
十
七
日
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徳
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

徳
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
十
四
第
一
項
中
「
当
該
」
を
「
同
表
の
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
第
一
号
ホ
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
五
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
条
の
十
五
中
「
第
四
項
、
第
十
九
項
及
び
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
」
を
「
第
三
十
一
項
及
び
第
三
十
三
項
か
ら
第
三
十
五
項
ま
で
」
に
、「
同
条
第
四
十
六
項
」

を
「
同
条
第
五
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
十
六
の
三
及
び
第
二
十
条
の
十
六
の
六
中
「
提
出
す
る
と
同
時
に
」
を
「
提
出
し
た
後
、
速
や
か
に
」
に
、「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
十
六
の
八
中
「
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
で
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
」
に
、「
提
出
す
る
と
同
時
に
」
を
「
提
出
し
た
後
、
速
や
か

に
」
に
、「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
十
八
第
一
項
中
「
又
は
個
別
帰
属
益
金
額
（
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
帰
属
益
金
額
を
い
う
。）」
及
び
「
又
は
個
別
帰
属
損
金
額
（
法
人

税
法
第
八
十
一
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
帰
属
損
金
額
を
い
う
。）」
を
削
る
。

第
二
十
条
の
三
十
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

11

法
附
則
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
猶
予
の
申
告
を
す
る
者
に
係
る
第
二
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
申
告
書
に
、
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
、」
と
、「
行
い
、」
と
あ
る
の
は
「
行

い
、
当
該
住
宅
の
当
該
耐
震
改
修
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
」
と
、「
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
法
附
則
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
に
足
り
る
書
類
」
と
す
る
。
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徳
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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二
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七
月
十
七
日
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第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
国
民
体
育
大
会
」
の
下
に
「（
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
民
体
育
大
会
を
い
う
。）」
を
、「
選
手
」
の
下
に
「（
職
業
と
し
て
ゴ
ル
フ
を
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第

三
号
中
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。

附
則
第
十
項
中
「
又
は
各
連
結
事
業
年
度
分
」
を
削
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
」
及
び
「
又
は
各
連
結
事
業
年
度
分
」
を
削
る
。

附
則
第
十
二
項
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
項
中
「
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
」
を
削
る
。

附
則
第
十
四
項
中
「
又
は
連
結
事
業
年
度
」
を
削
る
。

附
則
第
三
十
五
項
中
「
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
で
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
」
に
改
め
る
。

第
二
条

徳
島
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
三
十
第
十
一
項
中
「
附
則
第
六
十
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
六
十
二
条
第
二
項
」
に
、「
附
則
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
六
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
国
民
体
育
大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
徳
島
県
税
条
例
第
二
十
条
の
十
六
の
八
の
改
正
規
定
（「
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
で
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。）、
同
条
例
第
二
十
条
の
三
十
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
例
附
則
第
三
十
五
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
（
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）
の
規
定

令
和
三
年
一
月
一
日

三

第
一
条
中
徳
島
県
税
条
例
第
二
十
条
の
十
六
の
三
及
び
第
二
十
条
の
十
六
の
六
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
例
第
二
十
条
の
十
六
の
八
の
改
正
規
定（「
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
項
で
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）
並
び
に
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定

令
和
三
年
十
月
一
日

四

第
二
条
中
徳
島
県
税
条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定

令
和
五
年
一
月
一
日

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

2

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
徳
島
県
税
条
例
（
附
則
第
七
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
八
号
）
第
三
条
の
規
定
（
同
法
附
則
第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る

改
正
規
定
に
限
る
。）
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
四
年
旧
法
人
税
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
十
二
号
の
七
に

初
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規
定
す
る
連
結
子
法
人
（
以
下
「
連
結
子
法
人
」
と
い
う
。）
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
（
四
年
旧
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
除
く
。）
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

3

施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
含
む
。）
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結

事
業
年
度
（
四
年
旧
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事

業
年
度
を
含
む
。）
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
徳
島
県
税
条
例
（
附
則
第
八
項
に
お
い
て
「
旧
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税

に
関
す
る
部
分
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

4

附
則
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
徳
島
県
税
条
例
（
以
下
「
三
年
十
月
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
十
六
の
三
の
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
以
後
に

支
払
を
受
け
る
べ
き
利
子
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
利
子
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

5

三
年
十
月
新
条
例
第
二
十
条
の
十
六
の
六
の
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
特
定
配
当
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
特
定
配
当

等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

6

三
年
十
月
新
条
例
第
二
十
条
の
十
六
の
八
の
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
特
定
株
式
等
譲
渡
対
価
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ

き
特
定
株
式
等
譲
渡
対
価
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

7

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
除
く
。）

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

8

施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
含
む
。）
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
旧
条
例
の
規
定

中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

初
校



地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
並
び
に
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日
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徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
()1
中
「
三
千
円
」
の
下
に
「（
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
同
一
の
者
か
ら
の
休
眠
預
金
等
交
付
金
関
係
助
成
金
（
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休

眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
民
間
公
益
活
動
を
行
う
団
体
若
し
く
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る

資
金
分
配
団
体
か
ら
の
助
成
金
（
同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
休
眠
預
金
等
交
付
金
に
係
る
資
金
を
そ
の
原
資
に
含
む
も
の
に
限
る
。）
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
活

用
団
体
か
ら
の
助
成
金
（
同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
休
眠
預
金
等
交
付
金
に
係
る
資
金
を
原
資
と
す
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
の
額
が
あ
る
場
合
は
、

三
千
円
に
当
該
休
眠
預
金
等
交
付
金
関
係
助
成
金
の
額
の
総
額
を
加
算
し
た
金
額
）」
を
加
え
、
同
号
ロ
()2
中
「
千
円
」
の
下
に
「（
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
同
一
の
者
か
ら
の
休
眠

預
金
等
交
付
金
関
係
助
成
金
の
額
が
あ
る
場
合
は
、
千
円
に
当
該
休
眠
預
金
等
交
付
金
関
係
助
成
金
の
額
の
総
額
を
加
算
し
た
金
額
）」
を
加
え
、「
総
額
に
」
を
「
総
額
か
ら
当
該
寄
附
者

か
ら
の
休
眠
預
金
等
交
付
金
関
係
助
成
金
の
額
の
総
額
を
控
除
し
た
金
額
に
」
に
改
め
る
。

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
指
定
手
続
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
一
項
の
指
定
の
申
出
又
は
指

定
手
続
条
例
第
九
条
第
三
項
の
確
認
の
申
出
を
し
た
者
の
こ
れ
ら
の
申
出
に
係
る
指
定
又
は
確
認
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
な
さ
れ
た
指
定
手
続
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
合
併
の
届
出
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
指
定
手
続
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該

届
出
に
係
る
合
併
後
存
続
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
合
併
に
よ
っ
て
設
立
し
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
確
認
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

三
校

　

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
一
号



徳
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
二
号



徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
五
十
八
の
項
中
「
覚
せ�

い�

剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
九
の
項
中
「
覚
せ�

い�

剤
取

締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、「
覚
せ
い
剤
研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
の
項
及
び
六
十
一
の
項
中
「
覚
せ�

い�

剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、「
覚

せ
い
剤
製
造
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業
者
」
を
「
覚
醒
剤
製
造
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者

又
は
覚
醒
剤
原
料
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
二
の
項
中
「
覚
せ�

い�

剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、「
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
」
に
改
め
、

同
表
の
六
十
三
の
項
中
「
覚
せ�

い�

剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、「
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
四
の
項
中
「
覚
せ�

い�

剤
取
締

法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
、
覚
せ
い
剤
研
究
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
、
覚
醒
剤
研
究
者
、
覚
醒

剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
」
に
改
め
、
同
表
の
八
十
八
の
二
の
項
及
び
八
十
八
の
三
の
項
中
「
第
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
十
四
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
の
八
十
九
の

項
中
「
第
十
四
条
第
九
項
」
を
「
第
十
四
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
八
十
八
の
二
の
項
、
八
十
八
の
三
の
項
及
び
八
十
九
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
三
号



徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
覚
せ�

い�

剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、「
覚
せ�

い�

剤
及
び
」
を
「
覚
醒
剤
及
び
」
に
、「
覚
せ�

い�

剤
原
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
四
号



徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
十
七
の
項
の
イ
中
「
結
核
病
検
査
」
を
「
結
核
検
査
」
に
改
め
、
同
項
の
ロ
中
「
ブ
ル
セ
ラ
病
検
査
」
を
「
ブ
ル
セ
ラ
症
検
査
」
に
改
め
、
同
項
の
ハ
中
「
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ

そ

そ

感
染
症
検
査
」
を
「
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
検
査
」
に
改
め
、
同
表
の
十
九
の
項
の
イ
中
「
炭
疽
第
二
予
防
液
注
射
」
を
「
炭
疽
予
防
液
注
射
」
に
改
め
、
同
項
の
ロ
を
削
り
、
同
項
の
ハ

中
「
豚
コ
レ
ラ
予
防
液
注
射
」
を
「
豚
熱
予
防
液
注
射
」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
項
の
ロ
と
し
、
同
項
の
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
を
削
り
、
同
表
の
二
十
の
項
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三

十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
二
十
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　
徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
五
号



徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
十
六
の
項
中
「
第
二
十
条
の
二
第
十
三
項
又
は
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
二
項
」
を
「
第
二
十
条
の
二
第
十
四
項
又
は
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
六
号



徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
徳
島
県
立
学
校
（
」
の
下
に
「
徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
及
び
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
立
学
校
使
用
料
、
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
七
号



徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
且
つ
」
を
「
、
か
つ
、」
に
、「
当
る
」
を
「
当
た
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
服
務
の
宣

誓
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
は
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
八
号



徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
）

7

警
察
職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）第
一
条
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者（
以

下
「
感
染
症
患
者
」
と
い
う
。）
に
係
る
業
務
等
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
は
、
感
染
危
険
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条

各
号
に
掲
げ
る
手
当
で
当
該
業
務
等
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
当
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
し
な
い
。

8

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
感
染
危
険
手
当
の
額
は
、
業
務
等
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
千
円
（
感
染
症
患
者
の
身
体
に
接
触
し
て
又
は
長
時
間
に
わ
た
り
接
し
て
行
う
業
務

そ
の
他
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
業
務
等
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
千
円
）
と
す
る
。

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

3

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
感
染
危
険
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

再
校

　

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号



徳
島
県
規
則
第
六
十
七
号

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中
「
徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
」
を
「
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
六
十
八
号

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
二
条
中
「
⑷
」
を
「
⑺
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
毎
月
」
を
「
毎
年
度
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
二
条
」
を
「

第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
毎
月
」
を
「
毎
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第

八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同

条
第
六
号
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
毎
月
」
を
「
毎
年
度
」
に
改
め
、
同

条
第
七
号
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
九

号
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中
「
様

式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号

を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
様
式
第
十
二
号
」
を

「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を

「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
十
五
号
中
「
第
四
十
八
条
第

三
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第
五

十
六
条
の
六
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
毎
月
」
を
「
毎
年
度
」
に
、
「
様
式
第
十
三
号
」
を

「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第
六
十
五
条
第
二
項
」

を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
八
号
を
削
り
、
同
条
第

十
九
号
中
「
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
二
」
に
、
「
様
式
第
十
五
号
」
を
「
様
式

第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条
第
二
十
号
中
「
様
式
第
十
六
号
」
を
「
様
式

第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
様
式
第
十
七
号
」
を
「
様

式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同
条
第
二
十
二
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
三
号

中
「
様
式
第
十
九
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
第
二
十
四

号
中
「
様
式
第
二
十
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
九
号
と
し
、
同
条
第
二
十

五
号
中
「
様
式
第
二
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
第
十
六
条
第
三
号
ト
」
を
「
第
十
六
条
第
三
号
ヘ
」
に
、
「
同
条
第
四
号
へ
」
を

「
同
条
第
四
号
ホ
」
に
、
「
様
式
第
二
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
様

式
第
二
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
八
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
」
を
削
り
、
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
、
「

第
十
七
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
中
「第

９
条

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「第

１
２
条

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
中
「第

３
４
条

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
を
削
り
、
様
式
第
八
号
を
様
式
第
七
号
と
し
、
様
式
第
九
号
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
を
削
る
。



「相
続

「相
続

様
式
第
十
二
号
中

遺
贈

を

遺
贈

に
、
「第

８
３
条

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

法
人
の
合
併

」

法
人
の
合
併

法
人
の
分
割

」

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

様
式
第
十
三
号
中
「第

５
６
条
の
６

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と

す
る
。

様
式
第
十
四
号
を
削
る
。

様
式
第
十
五
号
中
「認

可
の
認
可

を
「認

可

に
、
「第

６
７
条
の
２
第
１
項

」
を
「第

６
変
更

」
変
更
の
認
可

」

７
条
の
２

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
し
、
様
式
第
十
六
号
を
様
式
第
十
二
号
と
し
、
様
式

第
十
七
号
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

様
式
第
十
八
号
を
削
り
、
様
式
第
十
九
号
を
様
式
第
十
四
号
と
し
、
様
式
第
二
十
号
か
ら
様
式
第
二
十

二
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

「

「
存
置
し
た
原

存
置
し
た
原
温
湿
度

料
等

料
等

種
類
数
量

種
類
数
量
℃
％
，

様
式
第
二
十
三
号
の
そ
の
一
中

を

に
改
め
、

」

」

同
そ
の
一
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

「温
湿
度

」欄
は
火
薬
類
一
時
置
場
に
無
煙
火
薬
を
存
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
火
薬
類

，

一
時
置
場
に
設
置
し
た
温
湿
度
記
録
計
の
記
録
を
記
載
す
る
こ
と
。

様
式
第
二
十
三
号
を
様
式
第
十
八
号
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）



の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
備
え
ら
れ
て
い
る
旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
は
、
新
規
則
の
相
当
規

定
に
よ
る
帳
簿
と
み
な
す
。



徳
島
県
規
則
第
六
十
九
号

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
ま
で
に
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
き
は
、
知
事
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
号

予
算
の
執
行
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

予
算
の
執
行
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

予
算
の
執
行
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
職
員
を
指
定
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則

第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
に
、
「
者

は
」
を
「
も
の
は
」
に
、
「
掲
げ
る
者
」
を
「
定
め
る
者
」
に
改
め
、
第
一
号
中
「
そ
の
主
管
す
る
」
を

「
当
該
」
に
改
め
、
第
四
号
中
「
そ
の
主
管
す
る
事
務
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
基
づ
き
」
の
下
に
「
同

項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
検
査
す
る
」
を
「
検
査
を
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
一
号

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
四
十
七
条
第
一
項
の
表
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
の
政
策
防
災
部
の
項
を
削
り
、
同
表
徳
島
県
南
部

総
合
県
民
局
の
項
中
「
地
域
創
生
部
」
を
「
地
域
創
生
防
災
部
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
西
部
総
合
県
民

局
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

徳
島
県
西
部

地
域
創
生
観
光
部

美
馬
庁
舎

美
馬
市
脇
町

総
合
県
民
局

保
健
福
祉
環
境
部

農
林
水
産
部

三
好
庁
舎

三
好
市
池
田
町

県
土
整
備
部

出
納
室

三
好
市
池
田
町

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
政
策
防
災
部
及
び
地
域
創
生
部
（
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
に
限
る
。
）
」

を
「
地
域
創
生
防
災
部
及
び
地
域
創
生
観
光
部
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
政
策
防
災
部
の
項
及
び
観
光
振
興
部
の
項
を
削
り
、
同
表
地
域
創
生
部
の
項
の
項
名
を
「
地

域
創
生
防
災
部
及
び
地
域
創
生
観
光
部
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
（
徳
島
県
西
部
総
合

県
民
局
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
に
限
る
。
）
」
を
削
り

、
同
項
中
第
三
十
九
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
項
第
三
十
四
号
中
「
（
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
政
策
防
災
部
の
分
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
三
号
を
第
三
十
五
号
と

し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
徳
島
県
西
部

総
合
県
民
局
」
を
「
地
域
創
生
観
光
部
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

徳
島
県
立
南
部
防
災
館
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
地
域
創
生
防
災
部
に
限
る
。
）
。

別
表
第
七
地
域
創
生
部
の
項
第
二
十
号
中
「
（
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同

号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
九
号
中
「
防
災
意
識
」
の
下
に
「
及
び
減
災
意
識
」
を
加
え
、

「
（
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号

中
「
及
び
防
災
対
策
」
を
「
並
び
に
防
災
対
策
及
び
減
災
対
策
」
に
改
め
、
「
（
徳
島
県
西
部
総
合
県
民

局
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
中
「
（
徳
島
県
西
部
総
合
県

民
局
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第

八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
七
号
中
「
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
に
」
を

「
地
域
創
生
観
光
部
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
徳
島
県
西
部
総
合
県

民
局
」
を
「
地
域
創
生
観
光
部
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し

、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



五

物
産
の
振
興
及
び
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
七
農
林
水
産
部
の
項
第
二
号
中
「
観
光
振
興
部
」
を
「
地
域
創
生
観
光
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
二
号

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
六
十
九
号
中
「
徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条

例
」
を
「
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
長
の
項

第
三
十
二
号
中
「
徳
島
県
県
民
環
境
関
係
手
数
料
条
例
」
を
「
徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
食
肉
衛
生
検
査
所
長
の
項
第
一
号
及
び
徳
島
県
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長

の
項
第
一
号
中
「
徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
」
を
「
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例

」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
項
第
九
号
の

中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改

14

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
三
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長

の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
三
号

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

（
徳
島
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
第
一
号
の
４
中
「
地
域
創
生
部
副
部
長
又
は
地
域
創
生
部
次
長
」
を
「
地
域
創

生
防
災
部
副
部
長
又
は
地
域
創
生
防
災
部
次
長
及
び
地
域
創
生
観
光
部
副
部
長
又
は
地
域
創
生
観
光
部

次
長
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
号
の

中
「
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
」
を
「
総

12

合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
、
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
並
び
に
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
」
を
「
、
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災

部
並
び
に
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
四
号

徳
島
県
県
有
車
両
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
県
有
車
両
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
県
有
車
両
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
二
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

消
費
者
く
ら
し
安
全
局
消
費
者
政
策
課
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
五
号

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
国
民
体
育
大
会
、
」
を
削
り
、
「
国
民
体
育
大
会
等
」
を
「
国
民
体
育
大
会

の
予
選
会
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
国
民
体
育
大
会
等
」
を
「
国
民
体

育
大
会
の
予
選
会
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
六
号

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十

四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
の
納
付
の
時
期
の
特
例
）

第
二
条

条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
の
手
数
料
は
、
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
六
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
旅
券
の
交
付
を
受
け
る
際
、
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
七
号

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
徳
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

休
眠
預
金
等
交
付
金
関
係
助
成
金
（
条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
休
眠
預
金
等

交
付
金
関
係
助
成
金
を
い
う
。
次
条
及
び
第
六
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
五
条
中
「
受
入
寄
附
金
総
額
」
の
下
に
「
か
ら
休
眠
預
金
等
交
付
金
関
係
助
成
金
の
額
の
総
額
を
控

除
し
た
金
額
」
を
加
え
る
。

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

休
眠
預
金
等
交
付
金
関
係
助
成
金
の
額
の
総
額

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
八
号

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
は

、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
十
九
号

徳
島
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ
」
を
「

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ

」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
」
に
改
め
、
「

認
定
（
」
の
下
に
「
次
項
第
六
号
並
び
に
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
き
、
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
第
六
号
中
「
認
定
を
受
け
よ
う
」
を
「
前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
」
に
、
「
第
十
三
条
の
三
第
八
項
第

二
号
ロ
及
び
第
二
十
一
条
の
十
九
第
九
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
九
項
第
二
号
ロ
及
び
第
二

十
一
条
の
十
九
第
十
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
中
「
が
け
」
を
「
崖
」
に
、
「
勾
配
」

こ
う

を
「
勾
配
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ
」
を

「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
」
に
、
「
第
三
十

一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項

第
十
四
号
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「第

３
１
条
の
２
第
２
項
第
１
５
号
ハ

」
を
「第

３
１

条
の
２
第
２
項
第
１
４
号
ハ

」
に
、
「第

６
２
条
の
３
第
４
項
第
１
５
号
ハ

」
を
「第

６
２
条
の
３
第
４

項
第
１
４
号
ハ

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
八
十
号

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
項
の
項

名
を
「
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
」
に
改
め

、
同
項
第
一
号
の
百
三
十
三
か
ら
第
一
号
の
百
三
十
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
の
百
三
十
三

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
三
十
四

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
三
十
五

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
熱
回
収
施
設
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料

一
の
百
三
十
六

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
熱
回
収
施
設
に
係
る
認
定
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
三
十
七

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け
又
は
借
受
け
の
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
三
十
八

許
可
施
設
設
置
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
申
請
手
数
料

一
の
百
三
十
九

二
以
上
の
事
業
者
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
例
の
認
定
申
請
手
数
料

別
表
第
一
徳
島
県
経
営
戦
略
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
一
号
）
の
項
中
第
三
号

を
削
り
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
百
四
十
を
第
二
号
と
し
、
同
表
徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手

数
料
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
項
に
次
の
三
十
七
号
を
加
え
る
。

一
の
百
四
十

二
以
上
の
事
業
者
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
例
の
変
更
認
定
申
請
手
数
料

一
の
百
四
十
一

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
四
十
二

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
四
十
三

産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
四
十
四

産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
四
十
五

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
変
更
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
四
十
六

産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
変
更
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
四
十
七

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
四
十
八

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
四
十
九

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十
一

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
変
更
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十
二

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
変
更
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十
三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十
四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十
五

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
熱
回
収
施
設
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十
六

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
熱
回
収
施
設
に
係
る
認
定
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十
七

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け
又
は
借
受
け
の
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十
八

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
申
請
手
数
料

一
の
百
五
十
九

廃
棄
物
再
生
事
業
者
登
録
申
請
手
数
料



一
の
百
六
十

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
登
録
申
請
手
数
料

一
の
百
六
十
一

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
登
録
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
六
十
二

使
用
済
自
動
車
引
取
業
者
登
録
申
請
手
数
料

一
の
百
六
十
三

使
用
済
自
動
車
引
取
業
者
登
録
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
六
十
四

使
用
済
自
動
車
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
申
請
手
数
料

一
の
百
六
十
五

使
用
済
自
動
車
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
六
十
六

使
用
済
自
動
車
解
体
業
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
六
十
七

使
用
済
自
動
車
解
体
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
六
十
八

使
用
済
自
動
車
破
砕
業
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
六
十
九

使
用
済
自
動
車
破
砕
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
七
十

使
用
済
自
動
車
破
砕
業
の
変
更
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
七
十
一

指
定
調
査
機
関
の
指
定
申
請
手
数
料

一
の
百
七
十
二

汚
染
土
壌
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
七
十
三

汚
染
土
壌
処
理
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

一
の
百
七
十
四

汚
染
土
壌
処
理
業
の
変
更
許
可
申
請
手
数
料

一
の
百
七
十
五

汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
の
承
認
申
請
手
数
料

一
の
百
七
十
六

指
定
調
査
機
関
の
指
定
更
新
申
請
手
数
料

別
表
第
一
徳
島
県
経
営
戦
略
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
一
号
）
の
項
第
四
号
か

ら
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
又
は
再
交
付
手
数
料

五
か
ら
七
ま
で

削
除

別
表
第
一
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号
）
の
項
第
六
十

五
号
か
ら
第
七
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
十
五

覚
醒
剤
施
用
機
関
指
定
申
請
手
数
料

六
十
六

覚
醒
剤
研
究
者
指
定
申
請
手
数
料

六
十
七

覚
醒
剤
製
造
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
製

造
業
者
指
定
申
請
経
由
手
数
料

六
十
八

覚
醒
剤
製
造
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
製

造
業
者
指
定
証
再
交
付
経
由
手
数
料

六
十
九

覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
指
定
申
請
手
数
料

七
十

覚
醒
剤
原
料
研
究
者
指
定
申
請
手
数
料

七
十
一

覚
醒
剤
施
用
機
関
、
覚
醒
剤
研
究
者
、
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
指
定

証
再
交
付
手
数
料

別
表
第
一
徳
島
県
県
民
環
境
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
項
の
項

名
を
「
徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
」
に
改
め

、
同
項
中
第
九
十
九
号
か
ら
第
二
百
四
十
九
号
の
二
十
五
ま
で
を
削
り
、
第
二
百
四
十
九
号
の
二
十
六
を

第
九
十
九
号
と
し
、
第
二
百
四
十
九
号
の
二
十
七
を
第
百
号
と
し
、
第
二
百
四
十
九
号
の
二
十
八
を
第
百

一
号
と
し
、
同
項
に
次
の
百
四
十
八
号
を
加
え
る
。

百
二

一
般
旅
券
発
給
手
数
料

百
三

一
般
旅
券
渡
航
先
追
加
手
数
料



百
四

一
般
旅
券
査
証
欄
増
補
手
数
料

百
五
か
ら
二
百
四
十
九
ま
で

削
除

別
表
第
一
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
項

第
二
百
八
十
四
号
の
三
か
ら
第
二
百
八
十
四
号
の
五
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
訓
令
第
十
号

庁

中

一

般

各

総

合

県

民

局

附
属
機
関
の
委
員
等
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

附
属
機
関
の
委
員
等
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

附
属
機
関
の
委
員
等
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
徳
島
県
防
災
会
議
の
項
中
「
南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部

次
長
」
を
「
南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
次
長
」
に
改

め
、
同
表
徳
島
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
の
項
中
「
南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
長
」
を
「

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
訓
令
第
十
一
号

庁

中

一

般

各

総

合

県

民

局

１

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
施
行

の
際
現
に
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
兼
ね
て
補
せ
ら
れ
て
い
る
職
員
は
、
別

に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
、
又
は
職
員
の
人
事
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
五
十
号
）
第

五
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
発
令
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
職
に
補

せ
ら
れ
、
又
は
兼
ね
て
補
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

２

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
施
行
の
際
現
に
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
所

属
に
勤
務
又
は
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
職
員
（
前
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
は
、
別
に
辞
令

を
発
せ
ら
れ
、
又
は
職
員
の
人
事
取
扱
規
程
第
五
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
発
令
さ
れ
な
い
限
り
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
所
属
に
勤
務
又
は
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

別
表
第
一

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
政
策
調
査
幹

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

政
策
調
査
幹

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
企
画
幹

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

企
画
幹
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
次
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

次
長

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
課
長
補
佐
（
津

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）
（

リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
課
長
補
佐
（
政

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

策
調
整
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
政
策
調
整
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
課
長
補
佐
（
津

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

課
長
補
佐
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
係
長
（
津
波
減

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

災
・
危
機
管
理
担
当
）

係
長
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
主
席
（
津
波
減

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

災
・
危
機
管
理
担
当
）

主
席
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
副
部

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

長

副
部
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
次
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

次
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉



補
佐
（
総
務
企
画
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
総
務
企
画
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

補
佐
（
県
民
生
活
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
県
民
生
活
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

補
佐
（
県
税
担
当
）

課
長
補
佐
（
県
税
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
主
査

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

兼
係
長
（
県
税
担
当
）

主
査
兼
係
長
（
県
税
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
係
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

（
総
務
企
画
担
当
）

係
長
（
総
務
企
画
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
係
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

（
県
税
担
当
）

係
長
（
県
税
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
主
席

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

（
総
務
企
画
担
当
）

主
席
（
総
務
企
画
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

補
佐
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー

課
長
補
佐
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー

）

ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

補
佐
（
地
域
振
興
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
地
域
振
興
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

補
佐
（
県
南
誘
客
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
県
南
誘
客
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
係
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
係
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

（
県
南
誘
客
担
当
）

係
長
（
県
南
誘
客
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
観
光
振
興
部
課
長
（
に
し
阿

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

波
観
光
戦
略
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
に
し
阿
波
観
光
戦
略
担
当
）
（
リ
ー
ダ

ー
）

西
部
総
合
県
民
局
観
光
振
興
部
課
長
補
佐
（
に

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

し
阿
波
観
光
戦
略
担
当
）

課
長
補
佐
（
に
し
阿
波
観
光
戦
略
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
観
光
振
興
部
係
長
（
に
し
阿

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

波
観
光
戦
略
担
当
）

係
長
（
に
し
阿
波
観
光
戦
略
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
政
策

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

調
査
幹

政
策
調
査
幹

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
企
画

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

幹
（
危
機
管
理
担
当
）

企
画
幹
（
危
機
管
理
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
次
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

次
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
危
機
管
理
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
危
機
管
理
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉



（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

補
佐
（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）

課
長
補
佐
（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
係
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー

）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
係
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
係
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）

係
長
（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
係
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
税
担
当
）

係
長
（
県
税
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
主
席

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

主
席
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
主
席

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
税
担
当
）

主
席
（
県
税
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
副
部

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

長

副
部
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

補
佐
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー

課
長
補
佐
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー

）

ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
主
査

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

兼
係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

主
査
兼
係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
主
査

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

兼
係
長
（
県
税
担
当
）

主
査
兼
係
長
（
県
税
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
主
席

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

主
席
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

別
表
第
二

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

西
部
総
合
県
民
局
観
光
振
興
部

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉
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